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平成27年度第3回北広島市市民参加推進会議次第 

 

 

日 時 平成２８年２月１０日（水） 

午後６時３０分から 

場 所 市役所本庁舎２階会議室 

 

１ 開 会 

２ 委嘱書の交付 

３ 市長あいさつ 

４ 委員、事務局の紹介 

５ 説明事項 

（1）市民参加条例及び市民参加手続きについて（別紙１～３） 

（2）市民参加推進会議の位置付けについて 

６ 協議事項 

（1）市民参加推進会議の運営に関する確認事項について 

（2）今後の市民参加推進会議の審議内容について（別紙４～５） 

７ 会長、副会長の選出 

８ 会長、副会長あいさつ 

９ 会議録署名委員の選出 

10 その他 

11 閉 会 
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４ 委員、事務局の紹介 

（1）北広島市市民参加推進会議委員 

選考区分 氏名 備考 

公募に応募し

た者 

北川 由合子 新任 

佐藤 尚生 再任（1期目：H25.12.1～H27.11.30） 

竹内 典彦 新任 

中野 梢 新任 

穂刈 有美 新任 

山野 直樹 再任（1期目：H21.8.5～H23.8.4） 

市長が必要と

認める者 

小池 隆史 新任・北広島市自治連合会推薦 

深村 真人 新任・弁護士 

市の職員 
塚崎 俊典 市民環境部長 

中屋 直 企画財政部長 

（敬称略・選考区分別） 

（2）北広島市市民参加推進会議事務局 

所属 役職 氏名 

企画財政部政策広報課 

課長 平澤 肇 

主査 山本 真伸 

主事 髙木 梢 

＜連絡先＞ 

〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1 

TEL：011-372-3311（内線841） 

FAX：011-372-3850 

Mail：seisakuk@city.kitahiroshima.hokkaido.jp 

 

５ 説明事項 （1）市民参加条例及び市民参加手続きについて 

「別紙1～3」、事前配布をしている「市民参加条例解説書」を用いて説明いたします。 

 

５ 説明事項 （2）市民参加推進会議の位置付けについて 

１．市民参加推進会議の位置付け 

① この会議は、北広島市市民参加条例第 15 条の規定に基づき、市民参加を適切に推

進するとともに、市民参加制度を北広島市にとって望ましい、実効性のある制度と

して作り上げていくため、市民参加の実施、この条例の運用の評価などについて審

議するための第三者機関として設置するものです。 

② 推進会議は、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関です。 
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２．市民参加推進会議の審議事項 

①市民参加の実施に関する事項 

・この条例に基づき実施される、市民参加の実施状況を検証し、市民参加の対象と方法

について、審議します。 

②この条例の運用の評価に関する事項 

・この条例に基づいて市民参加が適正に行われているかを検証するとともに、一定の評

価基準を設けるなどして評価し、改善点やこの制度上での効果的な市民参加の進め方

について審議します。 

③この条例及びこの条例に基づき市の機関が定める規則その他の規程の見直しに関す

る事項 

・第1号、第2号の審議を踏まえ、必要のある場合はこの条例及び規則の見直しを審議

します。 

・条例の見直しについては、第17条で市長が行うことを規定しており、その附属機関

としてこの条例の見直しについて所掌事項としたものです。 

④その他市民参加に関する事項 

・この号は、第1号から第3号まで以外で、市民参加の推進に関する事項を所掌事項と

したものです。 

 

６ 協議事項 （1）市民参加推進会議の運営に関する確認事項について 

１．会議の公開 

① 北広島市情報公開条例第20条に基づき、原則として、会議は公開とします。 

② 傍聴を希望する者は、氏名等を傍聴者受付簿に記入のうえ、非公開の会議を除き

傍聴を認めるものとします。ただし、会議の秩序を乱す行為や会議の妨害となる

ような行為をした場合は退場を求めることとします。  

③ 北広島市市民参加条例第 9 条第 4 項に基づき、委員の氏名、選考区分、所属等、

任期については、市ホームページで公表します。 

④ 北広島市市民参加条例第9条第5項に基づき、会議の開催の日時及び場所につい

ては、市ホームページで公表します。 

⑤ 北広島市市民参加条例第9条第7項に基づき、会議録は、議事及び発言の要旨等

を文書として記録し、非公開の会議を除き、市ホームページで公開します。 

公開にあたっては、個人情報の保護に十分配慮し、発言者名については匿名とし

ます。 

２．会議のルール 

① 時間を厳守し、迅速な進行を心がけます。 

② 欠席又は遅参する場合は、事前に事務局に連絡します。 

③ 個々の意見を尊重し合い、異なる意見にも十分耳を傾けます。 
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④ 特定の個人や団体を誹謗及び中傷する発言は厳禁とします。 

⑤ 発言は要点を整理し、簡潔に行うようにします。 

⑥ 会議の進行役は、発言が偏らないように公平に意見を求める運営に配慮するとと

もに、少数意見についても発言の機会を保障します。 

⑦ 合意形成を目指して、議論を尽くすよう努力します。 

３．意見集約の方法 

① 少数意見でも尊重します。 

② 一度出た結論については、原則として再度議題とはしないものとします。ただし、

会長が特に必要と認めた場合は、推進会議に諮ったうえで再度議論することとし

ます。 

４．改正等 

① この確認事項は、推進会議で協議の上、変更又は追加できるものとします。 

 

※参考（市民参加条例施行規則第8条） 

(1) 条例第15条第1項に規定する推進会議(以下「推進会議」といいます。)に会長及
び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定めます。 

(2) 会長は、会務を総理し、推進会議を代表します。 
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その
職務を代理します。 

(4) 推進会議は、会長が招集します。 
(5) 会長は、推進会議の会議の議長となります。 
(6) 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができません。 
(7) 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによります。 

(8) 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が
推進会議に諮って定めます。 

 

６ 協議事項 （2）今後の市民参加推進会議の審議内容について 

 市民参加条例は制定から6年が経過し、市民参加手続きの対象や方法、また、市民参

加に関する評価のあり方などについて、検討をすべき時期に来ていると考えます。 

 6年間実施してきた市民参加条例の制度上の課題を洗い出し、現在の制度の運用にど

のような修正を加えればよいか、また、市民がより積極的に市民参加していくためには

どのようにすべきであるか、などについて比較的自由な討論を基本とし、概ね2年間を

かけて市民参加制度の運用の方向性についての検討をし、推進会議としてのご意見をい

ただきたいと考えています。 
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１．運用課題の洗い出し 

運用課題としてどのようなものが考えられるか、市民や市職員等から意見を集め、市

民参加推進会議で課題の洗い出しを行います。（アンケート案は別紙４～５のとおり） 

 

 

 

  

  

  

 

 

 
 

 

＜事務局で把握している主な課題＞ 

○ 市民参加条例の運用に関する課題 

・ 成熟した議論の難しさ 

市民参加手続においては、行政の批判や要望が中心となりやすく、成熟した議論

が難しい。 

・ 市民参加手続き手法の選択方法 

市民参加手続き手法は、現在パブリックコメントと審議会に偏っている状況であ

る。市民参加手続きの事前評価は行っているが、どの市民参加手続き手法を選択

するのかは担当課任せとなっている。 

・ パブリックコメントを実施する時期・段階 

現在は最終案の段階で行っているが、企画立案時の方が意見を出しやすいという

声もある。 

・ 市民参加推進会議委員の任期 

現在、再任は1回のみとされているが、成熟した議論を進めるため改正の必要が

あるのではという声もある。 

・ 条例の運用の評価方法の見直し 

現在は、対象事業（○○条例の制定など）ごとに事前評価・事後評価を行ってい

るが、市民参加手続き手法別に運用状況や効果を検証すべきとの意見もある。（例

えば、市全体として審議会の運用方法（事前の資料配布や会議の公開など）は適

切に行われているかどうか検証を行う、など。） 

また、現在の評価調書は、意見提出者の年代に関する項目がないなど、見直しの

検討が必要だと思われる。 

 

事務局から 

下記「事務局で把握してい

る主な課題」のとおり 

市民から 

平成27年度中にアンケー

トを実施（市ホームページ

上で意見を募集※） 

市職員から 

平成27年度中にアンケー

トを実施（課単位で取りま

とめ） 

 

市民参加の運用上の課題の洗い出し 

市民参加推進会議 
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○ 参加者の固定化・特定化 

・ 限られた市民の参加にとどまっており、市民が市政に関心を持つための工夫や、

市民参加の実施に関するわかりやすい情報提供が必要である。 

○ 市職員の事務負担の問題 

・ 効率性の問題 

より多くの市民の参加や丁寧な情報提供や議論を求めるほど、市民参加手続に要

する時間や手間、コストがかかる。 

・ 市民参加手続きの対象の再検討 

他市と比べて対象が多く、軽減を求める声もある。 

 

２．課題の検討と改善のための提案 

市民参加推進会議で洗い出した課題について、その原因などについて分析するととも

に、課題の解決に向けた方針の検討を進め、推進会議として、市に対して改善の方向性

についての意見をいただきます。 

 

※今後のスケジュール（案） 

平
成
27
年
度 

第3回 

（2月） 

会議の進め方・意見交換 

第4回 

（3月） 

課題の取りまとめ・カテゴライズ 

平
成
28
年
度 

第1回 

（5月） 

平成28年度市民参加手続きに係る事前評価 

第2回 

（7月） 

平成27年度市民参加手続きに係る事後評価 

第3～5回 

 

課題解決の方向性検討、改善のための提案 

平
成
29
年
度 

第1回 

 

平成29年度市民参加手続きに係る事前評価 

第2回 

 

平成28年度市民参加手続きに係る事後評価 

第3～5回 

 

課題解決の方向性検討、改善のための提案 

※条例の改正が必要な案件については、平成30年度中を目途に改正いたします。 

平成29年度中を目途に

全課題について検討 

課題の整理 
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３．市民参加に関する意見交換 

前ページに記載した、「事務局で把握している主な課題」について、また、各委員が

ご自身の経験などから市民参加の課題として考えていることなど、自由に意見を述べて

いただきたいと考えています。 

皆さんからいただいた意見を基に、また、これから実施する市民や市役所内からのア

ンケート結果を踏まえ、今後検討すべき課題を事務局として整理し、次回会議で提示さ

せていただきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 会長、副会長の選出 

会 長：            

副会長：            

 

９ 会議録署名委員の選出 

会議録署名委員：           

 

10 その他 

 次回推進会議の開催日程 

日時：平成２８年   月   日（  ） 午前・午後    時   分から 
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